雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書（記入例）


　各務原市(以下｢甲｣という。)と△△△(以下｢乙｣という。)は、乙が所有する雨水貯留浸透施設の管理に関して次の各条項により協定する。

(雨水貯留浸透施設の所在及び概要)
第１条　雨水貯留浸透施設の所在及び概要は次のとおりとする。
所在：各務原市○○町△△△番地
概要：地下貯留施設　Ⅴ＝〇〇〇㎥、揚水ポンプ施設　Ｎ＝〇箇所　ほか別添のとおり

(施設の管理及び範囲)
第２条  乙は、善良な管理者の責任において雨水貯留浸透施設の維持管理に関する一切の業務(以下｢管理業務｣という。)を行わなければならない。
２　乙は前項に規定する管理業務のうち、次に掲げる事項について特段の注意を払わなければならない。
(1) 雨水貯留浸透施設が目詰りを起さないよう流入出口及びｽｸﾘｰﾝ等の点検･清掃をすること｡
(2) 排水施設内貯留、地下及び駐車場兼用貯留施設に関しては､施設内に堆積物を生じさせないようにすること｡
(3) 揚水施設（ポンプ施設等）について機能を保持するための適正な管理を行うこと。
３　甲は雨水貯留浸透施設の管理状態を確認するため、乙が所有する雨水貯留浸透施設設置箇所に、乙へ事前連絡したうえ立入ることができる。

(費用負担)
第３条　管理業務に関する経費は、すべて乙の負担とする。
２　雨水貯留浸透施設が破損した場合は、乙の負担により修復しなければならない。

(雨水貯留浸透施設の変更)
第４条　乙は雨水貯留浸透施設の存続中その機能の保全に努めるとともに、雨水貯留浸透施設に変更を加えようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。

(協定の期間)
第５条　この協定の期間は､この協定の締結の日から乙が雨水貯留浸透施設を廃止した日までとする。

(損害の賠償)
第６条　雨水貯留浸透施設の設置、管理の瑕疵により第三者に損害が生じたときは、すべて乙が賠償の責任を負うものとする。

(所有者の変更)
第７条　乙は、乙が所有する雨水貯留浸透施設の所有権を第三者に譲渡したときは、この協定の各条項にかかる乙の地位をその者に継承し、直ちに甲にその旨を届出なければならない。

(協議)
第８条　この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙双方の協議により決定するものとする。

[bookmark: _Hlk216275305]　この協定の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その１通を保有するものとする。
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